
衆議院議員記章（第51回総選挙用）舟型80個ほか4点製造仕様書

衆議院秘書課
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1．数量 衆議院議員記章（舟型）

衆議院議員記章（タイタック型）

衆議院議員記章（ピン型）

衆議院議員記章紐（舟型用）

衆議院議員記章紐（タイタック型用）

2．議員記章

（1）形状等

（2）材質等

別紙「第五十一回総選挙記章」 （図面）及び見本参照

心は径9mmの十一弁金色菊花紋章とし、径20mmの金色台金に指定の赤

茶色絹糸を入念に巻き込み、絹糸の刈り込みを均等にし、慎重に仕上げる。

3．議員記章紐

（1）形状

(2)材質等’

別紙「第五十一回総選挙記章」 （図面）及び見本参照

記章冊型70個・タイタック型100個）は記章紐を付け､残りの記章冊

型10個・タイタック型10個）は記章紐を付けない状態で納品すること。

なお､記章の個包装は不要だが､別紙｢議員記章納品のお願い(第51回総選

挙分)」のとおり納品すること。また、記章用として別に紙箱(W40mmX

D40mm×H40mm程度）を180個納品すること。

記章紐冊型用10本、タイタック型用10本)単品については､個別にビニ

ール袋に入れて納品すること。

4．梱包

5．納品場所本院指定の場所

6．履行期限令和7年8月25日 （月）

（令和7年7月25日 （金）までに1の各数量を納めて本院担当者の確認を

受け、不合格となったものについては補修または再作製を行い令和7年8

月25日（月）までに完納すること。なお、衆議院の情勢(角轍）により、

履行期限を前倒しする必要が生じる場合､本院担当者と協議の上､対応する

こと。 ）

7．その他

（1）納品等のスケジュールについては、本院と綿密に打合せの上決定すること。

（2）仕様書に明記されていなし壌項であっても、契約履行上必要なものは､本院と協議の上

履行すること。

（3）業務を職了するにあたっては、グリーン購入法適合商品を指定していない事項につい

ても､環境物品等の調達の推進に関する基本方針伶和7年1月28日変更閣議決定）

の判断基準及ひ配慮事項に可能な限り留意すること。

（4）成果物に係る著作権法（昭和45年法律第48罰に規定する全ての権利（著作権法

第27条及び第28条の権利を含む｡）は、成果物の引渡し時に本院に無償で譲渡され

るものとすること。なお、貴社は、成果物に関して著作者人格権を有する場合､これを

行使しないことに同意すること。



(別紙）

第五l･一回総選挙記章

〔舟型〕

側面図

〔タイタック型〕

側面図

恵面図上面図

〔ピン型〕

Sm/m



〔舟型面〕

〔タイタック型、ピン型、椀裏面〕



(別紙）

第五十一回総選挙記章

〔記章紐（タイタック型用） 〕

〔記章紐（舟型用） 〕



議員記章納品のお願い（第51回総選挙分）

第51回総選挙分の議員記章について、以下の方法で納品をしてくださいますよう

お願いいたします。

第51回総選挙議員記章は、全部で200個（舟型80個、 タイタック型llO個、 ピン型10個）

紙箱で納品

紙箱（4箱） ※業者で紙箱（50個入×4箱）を作成のうえ納品

舟型（紐付き） 80個
1箱
ほかタイタック型、ピン型と共有1箱

タイタック型（紐付き） 110個
2箱
ほか舟型、 タイタック型と共有1箱

ピン型 10個
1箱

ほか舟型、タイタック型と共有1箱



第
一
条
議
院
内
を
通
行
す
る
者
は
、
こ
の
規
程
に
定
め
る
記
章
（
記
章
に
添
え
て
帯
用
す
べ
き
も
の
と
し
て
別
に
定
め
が
あ
る

第
二
条
記
章
は
、
衆
議
院
事
務
局
又
は
参
議
院
事
務
局
か
ら
交
付
し
、
そ
の
種
類
、
帯
用
者
及
び
通
用
制
限
は
、
別
表
一
の
項

第
三
条
記
章
は
、
所
定
の
帯
用
者
以
外
の
者
が
帯
用
し
た
と
き
は
、
通
用
し
な
い
。
記
章
に
添
え
て
帯
用
す
べ
き
も
の
を
添
え

第
四
条
院
の
要
請
に
よ
り
又
は
用
務
の
た
め
、
議
院
内
を
通
行
す
る
必
要
が
あ
る
者
に
対
し
て
は
、
記
章
に
代
わ
る
も
の
と
し

２
記
章
及
び
当
該
記
章
に
添
え
て
帯
用
す
べ
き
も
の
の
様
式
は
、
別
に
こ
れ
を
定
め
、
警
務
部
に
掲
示
す
る
。

な
い
と
き
も
同
様
と
す
る
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
傍
聴
券
を
所
持
す
る
公
衆
傍
聴
人
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
含
む
。
第
五
条
及
び
第
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
許
可
証
を
常
時
携
帯
し
な

も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
含
む
。
）
を
交
付
す
る
ほ
か
、
緊
急
の
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
を
交
付
す

か
ら
二
十
三
の
項
ま
で
の
と
お
り
と
す
る
。

る
こ
と
が
で
き
る
。

て
別
表
二
十
四
の
項
か
ら
二
十
九
の
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
（
こ
れ
ら
に
添
え
て
帯
用
す
べ
き
も
の
と
し
て
別
に
定
め
が
あ
る

○
衆
議
院
記
章
規
程
（
平
成
二
十
二
年
六
月
一
日
制
定
）

改
正
平
二
三
年
八
月
一
日

1



第
五
条
議
院
内
を
通
行
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
入
口
に
お
い
て
、
衛
視
に
記
章
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
こ
の
規
程
に
違
反
し
た
者
又
は
議
院
内
の
秩
序
を
乱
し
た
者
に
対
し
て
は
、
衛
視
は
そ
の
記
章
を
引
き
上
げ
る
こ
と
が

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
も
の
は
、
指
定
さ
れ
た
区
域
及
び
期
間
に
限
り
通
用
す
る
も
の
と
す
る
。

３
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
記
章
の
例
に
準
ず
る
。

２
記
章
は
、
胸
部
の
見
や
す
い
所
に
着
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
議
院
内
を
通
行
す
る
者
は
、
衛
視
か
ら
記
章
の
提
示
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
い
つ
で
も
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

で
き
る
。

b、
○

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
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別
表
（
第
二
条
、
第
四
条
関
係
）

ゴ 西

に
仕
ス
リ
て
↑

議
院
議
員
席
乃

傍
徳
券
を
要
川

卦
制
ョ

を鰯

要の
し傍
少舞図沽

3

記
章
等
の
種
類

帯
用
者

通
用
制
限



七
秘
書
官
記
章

九
衆
議
院
議
員
秘
書
記
章

八十
衆
議
院
政
党
事
務
長
記
章

十
一
衆
議
院
政
党
事
務
員
記
章

十
二
記
者
記
章
（
第
一
種
）

十
四
外
国
記
者
記
章

十
三
記
者
記
章
（
第
二
種
）

公
務
員
記
章

衆
議
院
議
員
秘
書

官
公
署
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
団

体
又
は
会
社
等
の
職
員

秘
書
官
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者

衆
議
院
の
会
派
の
事
務
長

衆
議
院
の
会
派
の
事
務
員

新
聞
、
通
信
又
は
放
送
関
係
の
取

材
記
者

新
聞
又
は
通
信
関
係
の
取
材
記
者

外
国
の
新
聞
、
通
信
又
は
放
送
関

係
の
在
日
特
派
員

右
に
同
じ
。

右
に
同
じ
。

議
場
に
は
出
入
り
で
き
な
い
。
委
員
室
に
は
出
入

り
で
き
る
。
本
会
議
の
傍
聴
は
、
公
務
員
席
で
す

る
（
傍
聴
券
を
要
す
る
。
）
。

右
に
同
じ
。

議
場
に
は
出
入
り
で
き
な
い
。
委
員
室
に
は
出
入

り
で
き
る
。
本
会
議
の
傍
聴
は
、
新
聞
記
者
席
で

す
る
（
傍
聴
券
を
要
し
な
い
。
）
。

議
場
に
は
出
入
り
で
き
な
い
。
委
員
室
に
は
出
入

り
で
き
る
。
本
会
議
の
傍
聴
は
、
公
務
員
席
で
す

る
（
傍
聴
券
を
要
す
る
。
）
。

議
場
に
は
出
入
り
で
き
な
い
。
委
員
室
に
は
出
入

り
で
き
る
。
本
会
議
の
傍
聴
は
、
公
務
員
席
で
す

る
（
傍
聴
券
を
要
し
な
い
。
）
。

議
場
に
は
出
入
り
で
き
な
い
。
委
員
室
に
は
出
入

り
で
き
る
。
本
会
議
の
傍
聴
は
、
西
側
公
衆
席
で
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十
八
衆
議
院
準
職
員
記
章
（
甲
）

（
第
二
種
）

十
七
衆
議
院
準
職
員
記
章
（
甲
）

（
第
一
種
）

十
六
衆
議
院
職
員
記
章

十
五
新
聞
連
絡
員
記
章
（
腕
章
を
含

む
。
）

衆
議
院
職
員
に
準
ず
る
者

か
つ
て
衆
議
院
職
員
等
で
あ
っ
た

者
で
指
定
す
る
も
の

衆
議
院
事
務
局
の
事
務
総
長
、
参

事
、
常
任
委
員
会
専
門
員
、
調
査

局
長
及
び
調
査
局
調
査
員
、
衆
議

院
法
制
局
の
法
制
局
長
及
び
参

事
、
裁
判
官
訴
追
委
員
会
事
務
局

の
事
務
局
長
及
び
参
事
そ
の
他
こ

れ
に
準
ず
る
者

新
聞
、
通
信
又
は
放
送
関
係
の
連

絡
員

議
場
に
は
出
入
り
で
き
な
い
。
委
員
室
へ
の
出
入

り
は
特
に
許
可
さ
れ
た
場
合
に
限
る
。
本
会
議
の

傍
聴
は
、
公
務
員
席
で
す
る
（
傍
聴
券
を
要
す

る
。
）
。

議
場
に
は
出
入
り
で
き
な
い
。
委
員
室
に
は
事
務

連
絡
に
限
り
出
入
り
で
き
る
。
本
会
議
の
傍
聴

は
、
公
衆
席
で
す
る
（
傍
聴
券
を
要
し
な

い
。
）
・
公
務
員
席
に
お
い
て
も
で
き
る
（
傍
聴

券
を
要
す
る
。
）
。

制
限
は
な
い
。
た
だ
し
、
議
場
へ
の
出
入
り
は
、

特
に
指
定
さ
れ
た
職
員
に
限
る
。
ま
た
本
会
議
の

傍
聴
席
の
う
ち
、
参
議
院
議
員
席
へ
の
出
入
り
は

で
き
な
い
。
衆
議
院
事
務
局
、
衆
議
院
法
制
局
及

び
裁
判
官
訴
追
委
員
会
事
務
局
の
課
長
（
調
査
局

次
席
調
査
員
を
含
む
。
）
以
上
の
職
に
あ
る
者
以

外
は
、
本
会
議
の
傍
聴
に
つ
い
て
は
、
公
衆
席
で

す
る
。
そ
の
他
の
傍
聴
席
へ
の
出
入
り
に
は
、
傍

聴
席
出
入
証
を
要
す
る
。

す
る
（
傍
聴
券
を
要
し
な
い
。
）
。

記
者
記
章
に
同
じ
。
た
だ
し
、
委
員
室
へ
の
出
入

り
は
記
者
の
出
入
り
す
る
所
に
限
る
。
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十
九
衆
議
院
準
職
員
記
章
（
乙
）

二
十
一
衆
議
院
特
別
通
行
記
章
（
乙
）

二
十
衆
議
院
特
別
通
行
記
章
（
甲
）

二
十
二
参
議
院
職
員
記
章

衆
議
院
の
食
堂
そ
の
他
の
営
業
に

従
事
す
る
者
、
独
立
行
政
法
人
国

立
印
刷
局
国
会
分
工
場
の
従
業
員

そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者

参
議
院
事
務
局
、
参
議
院
法
制
局

及
び
裁
判
官
弾
劾
裁
判
所
事
務
局

の
職
員

用
務
の
た
め
、
特
に
衆
参
両
院
に

出
入
り
の
必
要
が
あ
る
者

用
務
の
た
め
、
特
に
衆
議
院
に
出

入
り
の
必
要
が
あ
る
者

議
場
に
は
出
入
り
で
き
な
い
。
委
員
室
に
は
事
務

連
絡
に
限
り
出
入
り
で
き
る
。
本
会
議
の
傍
聴
席

の
う
ち
参
議
院
議
員
席
及
び
新
聞
記
者
席
へ
の
出

入
り
は
で
き
な
い
。
参
議
院
事
務
局
、
参
議
院
法

制
局
及
び
裁
判
官
弾
劾
裁
判
所
事
務
局
の
課
長

（
常
任
委
員
会
次
席
調
査
員
を
含
む
。
）
以
上
の

職
に
あ
る
者
以
外
は
本
会
議
の
傍
聴
席
へ
の
出
入

り
に
つ
い
て
は
傍
聴
席
出
入
証
を
要
す
る
。

衆
議
院
内
の
ほ
か
は
出
入
り
で
き
な
い
。
議
場
に

は
出
入
り
で
き
な
い
。
委
員
室
へ
の
出
入
り
は
、

特
に
許
可
さ
れ
た
場
合
に
限
る
。
本
会
議
の
傍
聴

は
、
公
務
員
席
で
で
き
る
（
傍
聴
券
を
要
す

る
。
）
。

指
定
さ
れ
た
区
域
の
ほ
か
は
出
入
り
で
き
な
い
。

議
場
に
は
出
入
り
で
き
な
い
。
委
員
室
へ
の
出
入

り
は
、
特
に
許
可
さ
れ
た
場
合
に
限
る
。
本
会
議

の
傍
聴
は
、
公
務
員
席
で
で
き
る
（
傍
聴
券
を
要

す
る
。
）
。
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二
十
三
参
議
院
事
務
局
か
ら
交
付
す
参
議
院
の
前
議
員
、
議
員
配
偶
衆
参
両
院
事
務
局
が
協
議
の
上
決
定
す
る
。

る
記
章
者
、
議
員
秘
書
、
会
派
の
事
務

員
、
前
職
員
そ
の
他

二
十
六
随
行
リ
ボ
ン
章

二
十
五
証
人
の
補
佐
人
リ
ボ
ン
章
一
証
人
の
補
佐
人

二
十
四
証
人
等
の
リ
ボ
ン
章

二
十
九
衆
議
院
通
院
証
（
臨
時
衆
議
一
州
郷
伽
雌
舳
鰄
議
院
に
出
入
り
の
一
通
行
許
可
区
域
の
ほ
か
は
出
入
り
で
き
な
い
。

院
通
院
証
を
含
む
。
）

二
十
八
テ
レ
ビ
技
術
員
腕
章

二
十
七
臨
時
腕
章

国
立
国
会
図
書
館
記
章
は
、
参
議
院
職
員
記
章
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。

証
人
、
公
述
人
、
参
考
人
等
の
随
一
右
に
同
じ
。

行
者
証
人
、
公
述
人
、
参
考
人
そ
の
他
一
蠅
怖
州
州
舳
州
剛
鮒
紺
陥
砕
鯏
騒
唄
室
そ
の
他
用
務

こ
れ
に
準
ず
る
者

用
務
（
主
と
し
て
工
事
関
係
）
の
特
に
許
可
さ
れ
た
場
所
以
外
出
入
り
で
き
な
い
。

た
め
衆
議
院
に
出
入
り
の
必
要
が

あ
る
者

テ
レ
ビ
中
継
関
係
者
そ
の
他
こ
れ
一
右
に
同
じ
。

に
準
ず
る
者

右
に
同
じ
。
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衆議院前議員記章（第一種）の製造仕様書

令和6年8月23日

警務部記章係

1 ，製造物品

衆議院前議員記章（第一種） 舟型50個 ’

形状及び材質等

（1） 形状

図面参照

（2） 材質等

2

’ 慎重に仕上げる。 （詳細は図面参照）

梱包

個別に種別と■■■を記した桐箱に入れたのち､別箱に入れること。

例:前舟|■■■■

3

4．納品場所

衆議院指定の場所

5．履行期限

令和6年11月29日 （金）

6．その他

（1） 納入の際は、 日時等について係員と事前に綿密な打合せの上、その指示に

従い実施すること。 ．

（2） 仕様書に明記されていない事項であっても、契約履行上必要な点は、逐次

係員の指示をあおぐこと。



衆議院議員前議員記章（第一種）

〔舟型〕

側面図
一一一一一ー－一－

蔑面図上面図

｜

’

〔タイタック型〕

側面図

裏面図上面図

S通り/in
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衆議院前議員記章（第二種）の製造仕様書

瞥務部記章係

1.製造物品

衆議院前議員記章（第二種） タイタック型30個 ’

形状及び材質等

（1） 形状

図面参照

（2） 材質等

2

凸

‐
’
一

慎重に仕上げる。 （詳細は図面参照）

梱包

個別に種別と■■■を記した桐箱に入れたのち､別箱に入れること。
例:永タI■■■■

3

4．納品場所

衆議院指定の場所

5履行期限

令和7年12月26日 （金）

6．その他

（1） 納入の際は、 日時等について係員と事前に綿密な打合せの上、その指示に

従い実施すること。

（2） 仕様書に明記されていない事項であっても、契約履行上必要な点は、逐次

係員の指示をあおぐこと。



？

前議員記章第豐種(永年表彰用）

〔舟型〕

側面図

｜

’
上面図 蕊面図

■■ロ ‐

〔タイタック型〕

側面図

型面図上面図

S庫；/m


